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認定農業者制度の仕組みについて

経営改善を図ろうと
する農業者

農業経営改善計画
の　 作 　成

市町村

認　　　定

計画に基づいて経営改善

計画に掲げられた
目 標 の 達 成

認定申請

自らの経営改善を決意

認定農業者制度の仕組み

○認定基準
①　市町村基本構想に照らし適切

②　計画の達成が確実

③　農用地の効率的かつ総合的な
利用を図るために適切　　　

Ｔ県基本方針

Ｔ県U市基本構想

T県U市Ｎ氏
目標所得：７００～９００万円
労働時間：１，９００～２，１００時間
経営規模：（水稲＋麦＋大豆）
　　現　　状　　　　　　目　　標
　　　９．７ha　　→　　１１．２ｈａ
生産方式：側条施肥技術の導入
経営管理の方法：青色申告の実施
農業従事の態様：休日制の導入

１

都道府県が効率的かつ安定的な経営を育成するため、①農業経営基
盤の強化のための基本的な方向、②効率的かつ安定的な農業経営
の基本的指標等を記述。

市町村が、県の基本方針に則して、①農業経営基盤の強化の促進に関す
る目標、②農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法等に関する営農
の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標等を具体的に記述。

　　　家族経営協定の推進、臨時雇用の導入　・農業従事の態様

　　複式簿記の活用、青色申告の実施　・経営管理の方法

　　　作付地の団地化　・生産方式等

１５ha（水稲１０．５ha、麦　４．５ha、大豆４．５ha）　・経営面積

　　　水稲+小麦+大豆　・営農類型

　　　目標所得を達成するための経営指標

　　　２０００時間　労働時間

　　　８００万円　目標所得

　　　休日制の導入、臨時雇用の導入　・農業従事の態様

　複式簿記の活用、青色申告の実施　・経営管理の方法

　　　作付地の団地化　・生産方式等

　１３ｈａ（水稲　8ha、麦　５ha、大豆５ha）　・経営面積

　　　水稲+麦＋大豆　・営農類型

　　　目標所得を達成するための経営指標

　　　概ね2000時間　労働時間

　　　概ね８００万円　目標所得



農業経営改善計画に記載されている現状規模と目標規模との関係について

認定農業者制度は、自らの農業経営を計画的に改善しようとする者が、農業経営改善計画を作成し、市町村が認定する仕組み

１０１．１１０経営面積　　

大豆　　

　麦　　

１０１．１１０稲A市Ｔ県

１００．９１０経営面積　　

　　　大豆　　

１０　　　　－麦T市Ｇ県

６０．９
１０

稲　　

８．５１．９９．６経営面積

１．１０．３２大豆

－－－麦

７．４１．６７．６稲

Ｓ村A県

面積(ha)面積(ha)面積(ha)作目　　

目標現状経営規模（指標）　　

農業経営改善計画市町村基本構想市町村名都道府県名

１５８１０経営面積　　

大豆　　

麦　　

１５８１０稲Ａ市Ｔ県

１０４．５１０経営面積　　

　　　大豆　　

３１．５麦Ｔ市Ｇ県

１０３
１０

稲　　

９．５４．６９．６経営面積

２．５０．４２大豆

－－－麦

７４．２７．５稲

Ｓ村A県

面積(ha)面積(ha)面積(ha)作目

目標現状経営規模（指標）

農業経営改善計画市町村基本構想

市町村名都道府県名

経営改善計画において、目標経営規模に比べて現状の規
模が小さく目標達成に格段の努力が必要と思われる事例

経営改善計画において、目標経営規模に比べて現状の規
模が相当の規模となっており、目標達成が比較的容易と思
われる事例

２

○　農用地の利用集積の促進

効率的かつ安定的な農業経営に到達するため、農業者が自ら作成した計画に沿って行う経営改善に対する政策的支援

○　低利の政策資金の融通 ○　税制の特例　　　　　

○　農業生産基盤・機械施設の整備　　 ○　その他（農業者年金の保険料の助成、経営の相談・指導）



○　現状の経営規模から見て、５年後の
　目標規模を達成できるか。

○　目標規模をどのような手法により達成
　するのか（例えば、高齢等により離農す
　る者から借り受ける等）。

○　農地の取得に際しての資金の手当が
　なされているか。

○　自らの農業経営を計画的に改善しよう
　とする意欲と能力があるか。　　

○　目標所得等市町村基本構想に照らし
　適切か。

○　目標所得を上げられるような経営規
　模を目指しているか。

○　農地の効率的な利用が図られている
　か

現　　　行 今後の方向

○　経営改善に計画的に取り組もうと
　している意欲のある農業者が排除さ
　れることとならないか。

○　規模拡大以外で経営改善を行い、
　目標所得を上げる計画を有している
　者（経営の多角化等）はどのように　
　するのか。

留　意　点

審査の主な視点

　 経営改善に対する本人の意欲の有

無を中心に判断

審査の主な視点

　 経営改善に対する本人の意欲の有
無に加え、 現状の経営規模等を踏ま

えた改善計画の達成の確実性を判断

市町村による農業経営改善計画の認定審査について

３
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策
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実
施

主業農家
４３万戸

平均規模　4.3ha　

準主業農家
５１万戸
平均規模　1.3ha

効率的かつ安定的な農業経営

経営耕地面積

（例）
北海道畑作　　２５～２６ha
（４、３年輪作）

北海道水田作　２０ha
（１年１作）

都府県水田作　１０～１４ha
（１年２作、２年３作）

集落営農　　　４０ha
（２年３作）

（他産業生涯所得）

　２．１億円　→　５３０万円
　　　　　（４０年で除す）

副業的農家
１２２万戸
平均規模　0.9ha

自給的農家
７７万戸
平均規模　0.2ha

土地持ち非農家
１１０万戸
平均規模　0.02ha

シェア１％

生きがい農業
市民農園等

効
率
的
か
つ
安
定
的
農
業
経
営
に
発
展
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
よ
り
蓋
然
性
の
高
い
経
営
体
を
対
象

４

品目横断的政策による効率的かつ安定的な農業経営の育成について

資料：「農業センサス」、「農業構造動態調査」に基づき推計。
注：農家以外の法人等が含まれていないなどの理由により、面積の積上げは耕地面積総計とは一致しない。


